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米子駅南北自由通路の通称名「がいなロード」に

地域から親しまれる場所へ

　現在、令和 5年 8月ごろの供用開始に向けて、がいなロードと
駅南広場の工事が着々と進んでおり、市ホームページでは定期的
に工事の進ちょく情報を更新しています。
　今後もますます変化していく様子にご注目ください！
問都市整備課（☎ 23－5205 23－5394）

市ホームページで
情報発信中！

工事の進ちょく状況発信中！「がいなロード通信」

　米子市では、米子駅の南北地区を連絡することで交通結節点と
しての機能を強化し、都市交通の円滑化や駅南地区の利便性の向
上を図るため、米子駅南北自由通路等整備事業を行っています。
　このたび、新しく誕生する南北自由通路が、駅を利用される方
や地域の皆さんに親しんで利用してもらえるよう通称名を募集し
たところ、北海道から沖縄まで全国各地から457件の応募があり
ました。
　選定の結果、通称名は「がいなロード」に決定しました。地元で
慣れ親しまれている「がいな」という力強いフレーズに米子市の発
展への願いが込められており、「米子駅」というランドマークに位
置する通路として良い名称であるという点で選ばれました。
　また、命名理由にあわせて、整備後の米子のにぎわいに期待す
る声も多く寄せられました。たくさんのご応募ありがとうござい
ました。
　令和５年８月、「第50回米子がいな祭」が開催される節目に、「が
いなロード」が開通します。
問都市創造課（☎ 23－5353 23－5392）
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は る と

翔さん
安来市　出

で き じ ま

来島 知
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たくさんのご応募
ありがとうございました！
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スマート窓口でできる手続きが増えました！
市役所の手続きをワンストップで！

　出生、死亡、引越しなど、ライフイベントに伴う手続きを一括して受け付ける「スマート窓口（市役所本
庁舎１階）」では、住民の皆さんの利便性向上のため、10月から利用できる手続きを拡大しました。

おくやみコーナー設置
死亡時のご遺族の行政手続に係る負担を軽減す
るため、「おくやみコーナー」を設置しました。
利用の予約をすると、必要な書類への記載が簡
略化できます。また、他の窓口へ移動すること
なく、さまざまな手続きができます。
■予約方法
　３営業日前までにWebまたは電話で予約
▶Web申込み
（とっとり電子申請サービス）
▶予約電話　0859-21-7462

■利用時間（平日のみ）
午前９時～正午、午後１時～４時

※予約がなければ各窓口での手続きとなります。

拡大した手続き
これまで子育て世帯に限られていた手続きに加
え、次の手続きができるようになりました。
▶国民健康保険・後期高齢者医療の手続き
▶介護保険の手続き
▶障がい者福祉の手続き
▶飼い犬の管理等の手続き

問市民二課スマート窓口担当
【スマート窓口全般のこと】（☎ 21－5854）　【おくやみコーナーのこと】（☎ 21－7462）

よなご公共交通ふれあいフェスタ
のって、わかって、またのって

　米子市では初めてとなる公共交通事業者と一体となった
フェスタを開催します。スタンプラリーや各種乗車体験、
キッチンカーなど、子どもから大人まで「乗り物」を楽しめ
るイベントです。
■と き　11月20日（日）午前９時30分～午後３時30分
■ところ
米子コンベンションセンター
多目的ホール（メイン会場）と周辺エリア

■主なイベント
山陰鉄道120周年スタンプラリー抽選会、バス・タクシー
車両展示、バスシミュレーター、ヘッドマーク展示、こど
も制服コーナー、公共交通物品販売（限定品あり）、ミニ
サンライズ号・グリーンスローモビリティ乗車体験など

問交通政策課（☎ 23－5271 23－5392）
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児童虐待は社会全体でかかわり

解決していくべき問題です
子どもの権利が守られる体罰などのない社会を実現するためには、一人ひとりが意識を変えて、

子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組む必要があります。

児童虐待とは

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、
激しく揺さぶる、やけどを負わ
せる、溺れさせる など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えな
い、車の中に放置する、病気で
も病院に連れていかない など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為
を見せる、ポルノグラフィティ
の被写体にする など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょう
だい間での差別、子どもの目の
前で家族に暴力を振るう など

子どもとの関わり方の工夫
①子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう
②「言うことを聞かない」にも色々あります
③子どもの成長・発達によっても異なることがあります
④子どもの状況に応じて、身の周りの環境を整えてみま
しょう

⑤注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけて
みましょう

⑥肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に
⑦良いこと、できていることを具体的に褒めましょう
⑧保護者自身の工夫のポイント
▶子育てをしているとストレスが溜まることもありま
す。否定的な感情が生じたときは、まずそういう気
持ちに気づき、認めることが大切です。

▶自分の時間や心に余裕がないときは、深呼吸して気
持ちを落ち着けたり、ゆっくり５秒数えたり、窓を
開けて風にあたって気分転換しましょう。

▶周囲の力を借りると解決することもあります。勇気
を持って SOS を出すことで、まだ気づいていない
支援やサービスに出会えたりします。

こんなサインを見落としていませんか？
■子どものサイン
▶いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
▶不自然な傷や打撲の痕がある
▶衣類や身体がいつも汚れている
▶表情が乏しい、活気がない
▶夜遅くまで一人で遊んでいる

■保護者のサイン
▶地域などと交流が少なく孤立している
▶小さい子どもを家に置いたまま外出している
▶子どもの養育に関して拒否的、無関心である
▶子どものケガについて不自然な説明をする

児童虐待かもと思ったら すぐにお電話ください

通話料無料

【相談・連絡先】こども相談課 家庭児童相談室（☎ 23－5176）米子児童相談所（☎ 33－1471）

あなたの電話で救われる子どもがいます

11月は児童虐待防止推進月間です
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人権（ヒューマンライツ）について考えます

ヒューマンライツ
～みんながしあわせな社会をめざして～

問 人権政策課（☎ 23－5415 37－3184）

みんなでヤングケアラーを
支える社会をめざして

　「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと
想定されるような家事や家族の世話などを日
常的に行っている子どものことです。
　子どもが家事や家族の世話をすることは、
普通のことだと思われるかもしれません。で
も、ヤングケアラーは、重い責任や負担を負
うことで、勉強や部活の時間、友人との時間
など、子どもの成長に大切な時間が十分に持
てないことがあります。遅刻や早退、勉強に
ついていけないなど学校生活に影響が出たり、
心や身体に不調を感じたりするヤングケア
ラーも少なくありません。それでも、周りの
人に自分や家のことを話すのは勇気がいりま
すし、誰かに相談する、助けを求めるという
考えが思い浮かばない子どももいるでしょう。
　身近な人が話を聞いて、相談窓口などにつ
なげられれば、子どもや家族がサポートを受
けられる可能性が広がります。身近にヤング
ケアラーかもしれないと思われる子どもがい
たら、声をかけ、寄り添うことで、「誰かに頼っ
てもいいんだ」「自分は一人じゃないんだ」と
思える社会をみんなでつくっていきましょう。

―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―　<県民メッセージ抜粋>

拉致被害に遭われた皆様が、笑顔でご帰国を果たされる日を、現実のものとなることを、心よりお祈り申し上げます。

City Information

厚労省
特設サイト

女性への暴力根絶に向けて
11月12日から25日までの２週間は、「女性に対する暴力
をなくす運動」期間です。今年のテーマは「性暴力を、な
くそう」です。「性暴力はあってはならない」という認識を
社会全体に広げていきましょう。
■パープルライトアップ
女性に対する暴力根絶のシンボ
ルであるパープルリボンにちな
み、全国各地でパープルライト
アップが実施されます。この運
動に賛同して、米子市でも米子
駅前の米

こめ

ッ子合掌像をパープル
ライトアップします。ライト
アップには「ひとりで悩まず、まずは相談してください」
という被害者へのメッセージが込められています。
▶ライトアップ期間　11月12日（土）～ 25日（金）

■女性への暴力根絶に向けた啓発パネル展
▶と き　11月２日（水）～ 17日（木）
▶ところ　米子市立図書館　２階ギャラリー

■ひとりで悩まず相談を
▶女性の人権ホットライン（☎ 0570－070－810）
配偶者やパートナーからの暴力やストーカーなどさ
まざまな問題の解決を図るため相談を強化します。
◇強化期間　11月18日（金）～ 24日（木）
◇受付時間
平日　午前８時30分～午後７時
休日　午前10時～午後 5時

▶米子市 ＤＶ・女性相談窓口（☎ 23－5138）
▶性暴力被害者支援センターとっとり（クローバーとっ
とり）（☎ 0120－946－328）（県内通話無料）

▶鳥取県 県民福祉局地域福祉課（☎ 31－9304）
問男女共同参画推進課（☎ 23－5419 23－5392）

美水の郷　秋麗ウォーク
“美水の郷”淀江で、ガイドと一緒に史跡や名水を巡る
ウォーキングイベントです。コースは３コースあります。
■と き　11月19日（土）午前８時～午後１時
■集合場所　伯耆古代の丘公園
■参加費　500円
■申込締切　11月14日（月）（各コース20人、先着順）
■申込方法　電話、FAX、Eメール
※くわしくは市ホームページをご確認ください。
問淀江振興課（☎ 56－3164 56－5201）



市からのお知らせ

No.53栗おこわ

作り方（所要時間約１時間）
① もち米は洗って水に40分ひたしておく。
② 蒸し栗は４分の１に切っておく。ごぼうはささ
がきにして水であく抜きをする。にんじんは千
切りにする。鶏もも肉は1.5cm程度に切り、わ
らび水煮、ぜんまい水煮はざく切りにしておく。

③ ①と調味料Aと水を炊飯器に入れ、混ぜ合わせ
た後、②の具をのせて炊飯する。

※炊き込み機能がある場合は「炊き込みごはん」で
炊飯する。

今月のひとくち食育
栗は日本を代表する秋の味覚です。昔からよく食べ
られていて、日本人の貴重な食べ物でした。昔の人
は、その栗を干して、臼でついて殻をとった「かち
ぐり」という保存食を作っていました。その名前が
「勝負に勝つ」に通じて縁起が良いとされ、そこか
ら栗がお祝い事に欠かせない食べ物になったそうで
す。給食では、家庭で伝えることが難しくなってい
る伝統的な食材や、旬などを意識した給食を計画的
に取り入れ、子どもたちに食文化を伝えています。
問学校給食課（☎ 33－4751 33－4757）

米子市営住宅入居者募集
■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地） 部屋番号 間取り 家賃月額

安倍彦名住宅
（彦名町）

63R1-304 3DK
18,000円
～35,300円

陰田町住宅
（陰田町）

603 2LDK
20,400円
～40,100円

西福原住宅
（西福原８丁目）

14R1-107
車いす対応住宅

2LDK
27,300円
～53,600円

※車いす対応住宅は、常時車いすを使用する必要のある
方の世帯が対象です。

■受付期間　11月１日（火）～８日（火）
■受付場所　住宅政策課（市役所本庁舎２階）
　　　　　　淀江支所地域生活課（淀江支所１階）
■必要書類
マイナンバーを確認できるものと本人確認書類
※申込理由により添付書類が必要な場合があります。

■入居可能予定日　12月１日（木）
※入居手続きには、保証能力のある連帯保証人１人と
敷金として家賃３か月分が必要です。

問住宅政策課（☎ 23－5263 23－5396）

材料（４人分）
もち米…240g 和風だしの素…小さじ1/2
蒸し栗…60g みりん…小さじ１
ごぼう…20g 薄口しょうゆ…小さじ1.5
にんじん…30g しょうゆ…小さじ1.5
鶏もも肉…60g 塩…小さじ１
わらび水煮…15g 水…280cc
ぜんまい水煮…15g

A

原子力防災現地研修会（見学会）
放射線の基礎知識や原発の安全対策について知っていた
だくため、原発の現地見学を含む研修会が開催されます。
■と き　11月29日（火）午前９時～午後４時50分
■集 合
▶西部総合事務所　午前９時（午後４時50分解散）
▶境港市民交流センター
午前９時40分（午後４時20分解散）

■行き先
島根県原子力防災センター、島根原子力発電所

■対 象　鳥取県内在住の方
■参加費　無料
■申込方法　FAX、Eメール、郵便
▶住所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月日を連絡
▶一度に複数名申込み可

■申込締切　11月18日（金）正午必着
※原発見学の際、運転免許証などの本人確認書類が必要。
■定 員　15人程度（先着順）
■申込先　鳥取県危機管理局原子力安全対策課
〒 680-8570　鳥取市東町一丁目２７１
genshiryoku-anzen@pref.tottori.lg.jp

問鳥取県危機管理局原子力安全対策課
（☎ 0857－26－7973 0857 －26－8805）
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■申込対象　保護者が仕事、病気、出産、看護などのため、
日中、家庭で保育ができない子ども

■受付期間　11月１日（火）～30日（水）の開庁時間内
■受付場所　こども支援課（ふれあいの里１階）
※相談は、受付時間内（午前８時30分～11時30分、午後
１時～４時30分）に、こども支援課へお越しください。

※申込書の提出は、上記相談受付時間外でも可能です。
※市外の保育施設等の利用を希望する場合は、お申し出く
ださい。

※４月１日からの保育施設等の利用を希望されている方が
対象です。令和５年度途中からの利用を希望されている
方は、令和５年３月以降に受け付けます。

※申込用紙は、各保育施設、こども支援課でお渡ししま
す。申込用紙、提出書類様式、入所案内は市ホームペー
ジから印刷することができます。必要な書類などくわし
くは、申込用紙と一緒にお渡しする入所案内でご確認く
ださい。利用の決定は申込順ではありません。

問こども支援課（☎ 23－5177 23－5137）

認可保育所
保育施設名 対象年齢

公
立

東 保 育 園 満１歳～就学前
西 保 育 園 ２歳児～就学前
南 保 育 園 満１歳～就学前
彦 名 保 育 園 満１歳～就学前
崎 津 保 育 園 満１歳～就学前
小 鳩 保 育 園 満１歳～就学前
富 益 保 育 園 満１歳～就学前
こ た か 保 育 園 満１歳～就学前
あ が た 保 育 園 満１歳～就学前
ね む の 木 保 育 園 生後６週間～２歳未満

私
立

米 子 聖 園 マ リ ア 園 生後10か月～就学前
わ か ば 園 生後６週間～就学前
か い け わ か ば 園 生後６週間～就学前
ゆ り か ご 保 育 園 生後６週間～３歳未満
の ぞ み 保 育 園 生後６週間～３歳未満
い づ み 保 育 園 生後６週間～就学前
キ ッ ズ タ ウ ン
第 ２ 保 育 園（ ※ １）

生後６週間～２歳未満

ひ ば り 保 育 園 生後６週間～就学前
夜 見 保 育 園 生後６週間～就学前
リトルえんぜる保育園 生後６週間～３歳未満
大 和 保 育 園 生後２か月～就学前
エ ル ル こ ど も 学 園
両 三 柳 校（ ※ ２）

１歳児～就学前

わ ん ぱ く 保 育 園 生後３か月～３歳未満

社
会
福
祉
法
人
米
子
福
祉
会

箕 蚊 屋 保 育 園 生後６週間～就学前
五 千 石 保 育 園 生後６週間～就学前
福 生 保 育 園 生後６週間～就学前
河 崎 保 育 園 生後６週間～就学前
和 田 保 育 園 満１歳～就学前
福 米 保 育 園 生後６週間～就学前
成 実 保 育 園 満１歳～就学前
住 吉 保 育 園 生後６週間～就学前
加 茂 保 育 園 生後６週間～就学前
車 尾 保 育 園 生後６週間～就学前

認定こども園
保育施設名 対象年齢

公立 淀江どんぐりこども園 生後６か月～就学前

私
立

かいけ心正こども園 生後６か月～就学前
あ け ぼ の 幼 稚 園 生後８か月～就学前
認定こども園ベアーズ 生後６週間～就学前
キッズタウンかみごとう
（※１）

２歳児～就学前

キッズタウンさくら 生後６週間～就学前
み ず ほ 幼 稚 園 生後10か月～就学前
よ な ご ま な び や 園 生後８週間～就学前
米子ナーサリー・スクール 満１歳～就学前
仁 慈 保 幼 園 生後６週間～就学前
あ ゆ み 保 育 園 生後６週間～就学前
え ん ぜ る こ ど も 園 生後６週間～就学前

小規模保育事業所

私
立

ベ ビ ー ハ ウ ス 向 井 生後２か月～３歳未満
小規模保育園すく☆すく 満１歳～３歳未満
ファーストステージあんじゅ 生後６週間～２歳未満
く れ よ ん 保 育 園 生後６か月～３歳未満
ク ロ ー バ ー 保 育 園 生後２か月～３歳未満
中央クローバー保育園 生後２か月～３歳未満
ベビーエルル両三柳（※２） 生後６週間～１歳未満
ベビーエルル R431 加茂 生後６週間～３歳未満
は じ め の 一 歩 生後５か月～３歳未満
山 光 み ら い 保 育 園 生後２か月～３歳未満
福米東ひまわり保育園 生後８週間～３歳未満
目久美くれよん保育園 生後６か月～３歳未満
た ん ぽ ぽ 保 育 園 満１歳～３歳未満

事業所内保育事業所
私
立

い ず み っ こ 保 育 園 生後６か月～３歳未満
よ ど え バ バ ー ル 園 生後６週間～３歳未満

※１）キッズタウン第２保育園入所児童のうち、希望者は２歳児ク
ラス以降キッズタウンかみごとうへ入所可能。

※２）ベビーエルル両三柳入所児童のうち、希望者は１歳児クラス
以降エルルこども学園両三柳校へ入所可能。

■保育施設等（内容は変更になる場合があります。くわしくは入所案内、市ホームページでご確認ください。）

令和５年４月の保育施設等利用案内
～お申し込みは11月１日から～


